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令和７年度 第２回 安全で快適な自転車等利用環境の向上に関する委員会 議事録 

 

日時：令和７年１２月２２日 １５：００～１７：００ 

場所：中央合同庁舎第３号館 １階 道路局Ａ会議室 

 

 

１．開会 

事務局  ：定刻となりましたので、ただ今から令和７年度 第２回 安全で快適な自転車等

利用環境の向上に関する委員会を開催いたします。本日司会を務めます、国土

交通省道路局の原田でございます。よろしくお願いいたします。委員の皆様に

おかれましては、お忙しい中ご参加いただきましてありがとうございます。本

日の会議は、対面とオンラインの併用で開催します。オンラインで参加されて

いる委員におかれましては、カメラはオンにしていただいて、マイクは発言時

のみオンという形でお願いいたします。また発言される際には、挙手ボタンを

押してお知らせください。それから報道関係者におかれましては、カメラ撮り

は冒頭の道路局審議官及び委員長の挨拶までとさせていただきますので、よろ

しくお願いいたします。 

本日、北方委員、栗田委員、古倉委員、畑中委員はオンラインでの参加となって

ございます。また、井料委員におかれましては、欠席と伺ってございます。 

それでは、会議開催にあたりまして、道路局審議官の富山よりご挨拶を申し上

げます。 

富山審議官：道路局審議官の富山でございます。委員の皆様方におかれましては、年末で慌

ただしい中、ご参加をいただきまして、本当にありがとうございます。事務局

を代表して御礼を申し上げたいと思います。現在、政府、自転車活用推進本部

の方では新たな自転車活用推進計画、これを来年度早々に策定をすべく、別途、

屋井先生を委員長とする委員会において議論を進めておるところでございます。 

先日、その素案といったところまでお示しをしておりますけれども、その中に

おきましては、やはり自転車通行空間のネットワークでありますとか、駐輪場

といったいわゆる自転車等の利用環境を整備していくということを、改めて自

転車活用推進のその基盤であるということで位置づけまして、これまでの一定

の整備、その成果を踏まえつつ、さらに一層どのように質的にも量的にも向上

していくかと、こういったようなことを重視して進めるべきであると、そうい

った内容を予定しているところでございます。そういった状況におきまして、

本委員会におきましては、具体的にネットワーク整備でありますとか、あるい

は現場でどのような工夫をして作っていくか、そういったことについて活発な

ご議論をいただいておるわけでございまして、その成果となるガイドラインで

ありますとか、手引き類、こういったものが、次期の活用推進計画の実施に向

けましても、各地域で、そういった整備を促していくための非常に重要なツー

ルになるであろうと考えておるところでございます。 

委員会に関しましては 10月に前回開催をしておりますが、その中で自転車ネッ

トワークの計画策定のお話と、それから現場における構造的な整備をどういっ

た形にしていくかと、そういったご議論をいただいておるところでございます。

本日の会議におきましては、その議論を踏まえまして、計画に関しましては主

にデジタルデータを活用して、いかにネットワーク計画に活用していくかとい
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うようなお話、それから整備につきましては、道路空間の再配分によるスペー

スの確保でありますとか、専用通行帯のあるところにおいて、どのように停車

を抑制していくか、そういった工夫につきまして、先行する事例のヒアリング

等の調査の結果、こういったものも報告しながら、論点を具体化していきたい

と考えてございます。 

本日こういったことについて、委員の皆様方から、忌憚のないご意見をいただ

ければと思っておりますので、本日もどうぞよろしくお願いいたします。 

事務局  ：ありがとうございました。続きまして、屋井委員長より一言ご挨拶をお願いい

たします。 

屋井委員長：年末の大変お忙しい中、委員の皆様どうもありがとうございます。第２回です

から、特にはないんですけども、機会をいただきましたので一つ申し上げたい。

この委員会の歴史が長いのは前回申し上げましたけども、もしかすると強調し

ていなかったのは、この委員会のスタートは自転車を凶器にしないとか、歩行

者の安全をどう守るかということが中心でしたので、市街地の特に歩行者の多

いところでどういうような自転車の走行空間を作るか、あるいはネットワーク

として機能させることによって自然体で自転車利用者が車道等の別の空間に降

りていく、使えるようになっていく、こういうことがすごく重要な課題でスタ

ートしたと思います。ですからその部分のある種ガイドラインとしての役割は、

しっかりと全うしようということで、その総意の元に作られてきて、改定をさ

れてきたということなんです。それがゆえにですね、その構造に関して言うと、

色々としっかり検討してやってきたんですが、その割には、車道混在という方

式しかほぼ使われてないということで、自転車専用通行帯のみならず、専用道

についても、色んなことをガイドラインで書いてますけども、ほぼ使われてな

い状況にあります。 

また、計画に関しても、車道混在ということを前提にすると特に、沿道との合

意形成等必要ありませんから、そういうことで言うと、計画プロセス、特に住

民の関与を前提とするようなプロセスも使われてないということにもなってい

ます。ガイドラインとして作ってきてるけども、より一層、今のタイミングで、

あるいはこれからの必要性に合致するように、変えていく場所が多いんじゃな

いかなと思ってます。そういう意味で、構造なんかに関してもいろいろと広げ

ていかなきゃいけない。計画論に関しても、今回もいろいろお話がありますけ

ど、それにとどまらず、大いに、広めていくべきところを広めていかなきゃな

らないんだろうなというふうに思っています。ぜひ今日も様々な観点から幅広

くご議論いただければと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。あ

りがとうございました。 

事務局  ：ありがとうございました。 

それでは、報道の方におかれましては、これ以降のカメラの撮影等はご遠慮願

います。 

 

２．議事 

事務局  ：それでは、議事に先立ちまして、会議資料の確認をさせていただきます。本日

会場の方にはタブレットをご用意しておりまして、議事次第に記載のとおり、

次第、委員名簿、出席者名簿、それから資料 1 として計画に関する検討状況、

資料 2 として整備に関する検討状況、資料 3 として今後の進め方、それから参
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考資料として前回委員会の振り返りとしてございます。また、次第と配席図に

ついてはお手元にも配布してございます。併せまして、現時点で未定稿ではご

ざいますけれども、データの活用の手引きの Ver1.0をつけているのと、道路空

間の再配分による通行空間整備に関する参考資料（仮称）について、こちらタ

ブレットの一番後ろの方にかなり分厚いページですけども、ご用意させていた

だいてございます。データの手引きについては、タブレットに入っております

けれども、お手元にも紙で配布をさせていただいてございます。 

委員についてご連絡でございますけれども、本日対面でご参加予定だった日本

サイクリング協会の小林博理事につきましては、急遽欠席ということでご連絡

をいただいたということでございます。 

そうしましたら、ここからの進行については、屋井委員長にお願いをしたいと

思います。屋井委員長よろしくお願いいたします。 

屋井委員長：どうもありがとうございました。 

それでは、早速でありますけども、議事次第の(1)から入らせていただきます。

その中に計画、整備の 2 つありますが、まず最初に計画ということで、事務局

から資料 1があると思うんですけど、それをもとに説明をお願いします。 

土田参事官：道路局自転車活用推進担当参事官、政府の自転車活用推進本部事務局次長土田

でございます。私のほうから、資料 1、まず計画に関する検討状況について、ご

説明申し上げます。 

では、冒頭、富山審議官の方からもございましたとおり、前回 10月の委員会に

おきまして、計画と整備、それぞれについてこの委員会で議論をしたいという

ところで、ご議論いただいたところでございます。その際、計画、特にデータの

活用については、ワーキングを別途立ち上げさせていただきまして、自治体の

方に活用いただけるような手引きを策定することを念頭にご議論いただきたい

ということでさせていただいてございまして、実際、2ページにございますよう

に、ワーキングの構成として吉田先生をトップとさせていただき、小嶋先生、

井料先生に入っていただいた上で、自治体の皆さんにも加わっていただきワー

キングを構成いたしました。そのワーキングにおきまして、3回、これまで熱心

なご議論をいただいたところでございまして、その議論を踏まえて、手引きと

いう形でできればまとめていきたいというふうに思ってございます。紙ベース

のものについても、机上で、参考で配布させていただいてございます。まだ未

定稿なので、後でまた、回収という形になってしまうかもしれませんが、この

ご議論用に少し見ながら活用いただければというふうに思います。3 ページ目

以降で手引きの概要をまとめてございます。 

まずこの活用の意義でございますけど、我々の思いといたしましては、やはり

その自転車の通行空間を整備していく上で、それぞれの自治体の皆様にネット

ワークの計画を作っていただくことがまず大事だろうと思ってるところです。

その際、やはり何らかそれぞれの地域ごとに課題があると思います。その課題

に対応して、自転車のネットワーク、どこにどういうふうに作るのかというの

が大事になってくると思ってるところでございますが、どの路線をその課題に

対応して抽出をしていけばいいのかという点について、悩まれてる自治体の皆

さん、あるいは、我々としても、そこに対してこのようにしたらいいですよと

いうのをわかりやすく伝えきれていないんじゃないかなというところもござい

ました。ですので、その点について特にデータを活用しながら、効果的に策定
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していっていただけるんじゃないか、していってほしいという思いも込めまし

て、この手引きを策定したいと考えているところでございます。 

例えば、データの観点ではいろんなデータ、それぞれ進んで、その活用が進ん

できているけれども、自転車の分野でどのように使えばいいのかわからないで

あるとか、どんな作業が必要になるのかとか、そもそもどんな情報があるのか、

そんないろんな疑問なり懸念があると思います。もしかしたらこの手引きの内

容自体は、詳しい方にとっては当然だよというところも大いにあるかもしれま

せんけれども、あらゆる自治体の皆様の目線を合わせるという観点で、このよ

うにすれば活用ができますよというのが伝えられるような内容にしたいと思っ

てございます。 

4ページ目、5ページ目のところですけれども、まず 4ページ目は目次でござい

ます。今言ったような意義、考え方をまず初めにというところでお示しをした

いというふうに思ってございます。2番 3番が、現行の別途この委員会でお作り

いただいてるガイドラインにデータの種類は既に言及があるんですけれども、

特に昨今データの蓄積が進んでいたりとか、あるいは、なかなか我々として示

せていないデータについて、個別に 2 番と 3 番で深堀りして説明をしたいと思

ってございまして、それがプローブデータとネットワークデータでございます。

それらも踏まえた様々な自転車に活用し得るデータについて、それぞれの地域

課題に寄り添いながら、こういうふうに活用ができますよという手順も含めて、

お示しをしたいと思ってるのが、4ポツでございます。 

5ページ目、はじめにというところで、今申し上げたものを改めて書いてござい

ますけれども、1.4で、この手引きでお示しするのは、特にネットワーク路線の

選定ですと書いてございます。冒頭申し上げたように、計画を作っていただき

たい、計画を作る際にはどの路線を対象に自転車としてのネットワークを講じ

ればいいのか、そこをどのように抽出するのか、お悩みが大きいところかなと

思います。そこで様々なデータが活用できるんだよというのをご提示したいと

いうところでございます。1.5につきましては、様々なデータがある中、さらに

は、ガイドラインでもこんなデータがありますよというのはお示ししてるとこ

ろですけれども、特にこのプローブデータとネットワークデータの活用、蓄積

が進んできていて、これまであまり我々としても、使い方についてお示しがで

きていない、こんな使い方があるよという伝える意味があるだろうということ

で、この 2 番と 3 番、プローブデータとネットワークデータについて特に解説

を深めたいというふうに考えているところでございます。 

では 6ページ目が、まずプローブデータについての深堀りの説明でございます。

まず、プローブのデータとしてどういうものがあるのかというものを整理させ

ていただいた上で、その特徴ということで、どんな情報あるいは、どんな入手

ができるのか、という観点で整理をさせていただいてるところでございまして、

その上で 2.2 でどんな形でそれを活用できるのか、どういうデータをどのよう

にすれば、狙いとするものが抽出できるのかという点に触れたいというふうに

思ってございます。 

7ページ目、データの概要、プローブの概要でございます。皆様ご案内のとおり、

スマートフォン、いろんなアプリが位置情報、GPSデータを個人の承諾のもとで

取ったり取らなかったりしているというところでございまして、取ってるアプ

リについては、様々な取得の間隔であるとか精度ございますけれども、位置情
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報が取れています。それを加工すれば、ある程度その自転車がどのような移動

をたどっているのかというのが取り得るという形になってございます。また、

NAVITIMEといったような自転車利用に特化したアプリも一部ございまして、こ

れであればもう自転車にフォーカスした移動の情報が取れるというところでご

ざいます。また、昨今サービスが広がっているシェアサイクルにつきましても、

まさに自転車が移動するデータでございますので、これもしっかりと活用でき

るだろうというところでございます。 

一方で、それぞれのデータ、属性であるとか、母集団あるいは、使ってる方の癖

がございまして、そういったものを加味しないと、やはりしっかりとした分析

ができないので、そういった点も併せてこの手引きでは書いていきたいという

ふうに思ってございますけれども、8ページ、9ページでございますが、それぞ

れのデータでどのような属性が取り得るのかというものをまず 8 ページでお示

しをしてございます。左側にある年代、利用目的、交通手段、エリアの分けに応

じて、それぞれのデータでどのような属性の抽出が可能なのかというものを整

理させていただいてございます。例えば、様々なアプリの GPSデータについて、

利用目的、通学で丸をつけてございますけれども、それについては 9 ページ目

ご覧いただきますと、そのデータにおいて、例えば平日の朝夕の時間帯に学校

のあたりを移動する方がいれば、その人は通学の目的で使ってるね、このよう

に属性が抽出できるよねという形で、それぞれ 8ページ目、9ページ目を整理さ

せていただいており、自治体の皆様にご覧いただいたときも、自分が狙ってい

る属性をどのデータから、どのように抽出すればいいのかという当たりをつけ

ていただくような情報になればいいなというふうに思ってございます。 

10ページ目につきましてはネットワークデータ、ここではバイシクルネットワ

ークデータということで BNデータと略させていただいてございますが、これま

で作った後、ネットワークを作った後のデータ、どの路線に、専用通行なのか、

車道混在なのか、どのような整備形態で整備されてるのかというのが見える化

できるデータのフォーマットがこれまでございませんでした。これについて、

先行している東京都さんあるいは、その他の自治体さんの事例を参照しながら、

我々として国としておすすめするデータフォーマットを策定していきたいと思

ってるところでございます。そのデータにつきましては、まさにネットワーク

路線の検討であるとか、作った後のフォローアップ等々について活用ができま

すよねと考えており、その観点で説明を加えていきたいと思ってるところでご

ざいます。 

11ページ目、今申し上げたようなことを基本的な考え方として書きたいなと思

ってるところでございますが、右側ですけれども、ネットワーク路線の検討、

さらには、作った後計画のフォローアップ、このために使う情報については必

須項目として作ってくださいねというふうに言いたいと思っています。それ以

外の情報については任意ということでプラスアルファのリッチな情報としてそ

れぞれ加えていただくことをおすすめしたいと思ってるところでございまして、

実際のデータの区分については 12 ページ目以降でお示しをしているところで

ございます。 

大きくリンクとノードということで、分けさせていただいており、リンクにつ

いては 12ページ目、13ページ目に、左側にある情報項目ごとに属性情報、こん

な情報を入れてくださいね、必須と任意はこの区別ですよという分けをさせて
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いただいてるところでございます。 

14ページ目がノードでございまして、同様の観点でそれぞれデータの情報を整

理させていただいてるところでございます。 

15ページ目でございますけれども、具体の描画のイメージでございますが、ま

ずノードにつきましては、基本的に交差点単位でまず配置をしていただいた上

で、自転車のネットワークのための情報でございますので、交差点だけではな

くて、左下にありますように整備形態が変わるところ、専用から矢羽根、ある

いは矢羽根から何もないところのように、整備形態が変わるポイントでもノー

ドを配置していただいて、この Aノードから Bノードまでは矢羽根ですよとか、

B から C は専用通行ですよ、このようなことがちゃんとわかるように設定をし

ていただきたいと思ってるところでございます。 

16ページ目以降はその深堀りしたプローブデータとネットワークデータを使い

ながら、それをどのように活用していくかという点をお示したのが、第 4 章で

ございます。特にここで気をつけて書きたいと思ってございますのは、この地

域課題に対してこのデータをいかに使うのかという観点で整理をしたいと思っ

てございます。やはりそれぞれの地域にそれぞれの課題があり、その課題に応

じて自転車を活用する、あるいは自転車に関係する課題を解消するために、ネ

ットワークの整備というものを考えていくところだと思いますので、どの課題

を設定してそれに対してデータをどのように活用するのか、この観点を特にご

説明をしたいと考えているところでございます。16ページ右側にありますのは、

その主なフローでございまして、まず地域課題、もう既に設定されてる、ある

いは思い描いている課題、抽出されてる課題は多分地域ごとにあろうかと思い

ますけれども、それをより鮮明にしていただく、あるいは深堀りしていただく

観点で、その周辺となる様々なデータをまず集めていただくところから、マク

ロ的に集めていただいて、地域課題をよりブラッシュアップする、鮮明化する

という作業があるのかなと思っています。その上で、具体的に取り組むべき課

題を優先順位をつけながら設定していただくと思っております。設定した課題

において、データを使いながら、その可視化をしていく作業が発生していくわ

けですけれども、この際にどのような観点でやっていけばいいのかを具体的に

ご説明できればと思ってるところです。 

17ページ目、先ほど申し上げたフローでございます。詳細割愛しますけど、マ

クロ的に情報の収集をして、地域課題を設定してそれを可視化して、さらには

データ活用と高度化を図って、こんなプロセスかと思っているところです。 

18ページ目、地域ごとに設定するべき課題がそれぞれ本当に千差万別であると

思いますが、例えばということで 7 つほどこちらでは挙げてございまして、そ

れぞれの主なこの地域課題に対応して、19 ページ目以降にあるようなフロー、

データの抽出の仕方を具体的に解説したいと思ってございますけども、例えば

駅周辺の歩行者自転車の交通安全という課題があるだろう、例えば 2 番にある

ように自転車通学の交通安全があるだろうというふうに考えているところでご

ざいまして、例えばその 1番の駅周辺の交通安全について言えば、19ページに

ありますように、このようなデータの抽出の仕方があるんじゃないかというこ

とでお示しをしてございます。利用・安全・ネットワーク、3つのそれぞれの視

点から必要なデータがあり、それを抽出していけばいいんじゃないでしょうか

という頭出しでございまして、例えば利用の視点では、深堀りをして説明した
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プローブデータ、これをその属性ごとに抽出をした上で、路線別の自転車の交

通量というのがわかってくるだろうというところ、安全の視点で言えば交通の

事故データを活用することによって、どの路線で自転車関連事故が多いのかと

いうことがわかってくるのではないか、ネットワークの視点で申し上げれば、

道路の現状の情報でありますとか、あるいは深堀りしたネットワークデータ、

規制の情報等々を活用すると、どの路線にどんな整備が行われているのかいな

いのか、そのようなことがわかってくるだろうと。そして、3つの視点を重ね合

わせることによって、自転車交通量が多くて、歩行者との錯綜リスクが高いん

だけれども、ネットワークがあまり整備できてるできてない、こういった路線

が特定できてくるんじゃないかというのを解説したいと思っております。同じ

ように 20ページ、中高生の自転車交通で言えば、利用の視点でプローブデータ

を使うことによって、学生の自転車交通量が多い路線、安全のデータを使うこ

とによって、学校周辺で危険性の高い交差点や路線、ネットワークの視点を使

うことによって、整備できてるのかできていないのか、こういった点がわかっ

てくる。そして、これを重ね合わせることによって、事故あるいはヒヤリハッ

トが多いような道路において、自転車のネットワークが整備されてるされてな

いというのに加えて、実は裏道を通ると、交通量が少ないからむしろそっちを

通した方がいいんじゃないかとか、そういったサジェスションも得られるだろ

うということで解説をしていきたいというふうに思ってございます。 

今申し上げた重ね合わせのイメージを 21 ページにお付けしているところでご

ざいまして、様々なデータから得られるそれぞれの視点を重ね合わせることに

よって、今申し上げたような示唆が得られるのではないかというのをお伝えで

きればと思ってございます。 

22ページが更なるデータの活用ということで、それぞれのデータにつきまして

は、交通の需要予測であるとか、さらには道路データのプラットフォーム、こ

ういった既存のデータプラットフォーム、さらには将来の予測等々に使うこと

が可能ですよというのも併せてご紹介をしていきたいと思ってるところです。

以上がデータの活用の手引きについて簡単に概要をご紹介させていただきまし

た。 

23ページ目以降はその他の取り組みということで、我々本部として、ネットワ

ーク計画をより策定をいただくために取り組んでる事項をご紹介できればとい

うふうに思っておりまして、まず 24ページ目が計画の調整会議というものを今

開催しているところでございます。国あるいは、都道府県を事務局とさせてい

ただき、市区町村の自転車担当、さらには、警察の方にもご協力いただいて、各

県単位で会議を設置してございまして、計画の策定の意義であるとか、情報共

有、整備に向けた情報共有を行うことによって、自転車ネットワーク計画作っ

てみようかって思っていただけるような環境作りとして活用していきたいと思

っているところでございます。それぞれ今順次、各県単位で会議をさせていた

だいており、継続的に行いたいなというところでございます。 

25ページ目、その他の取り組みということで、自治体の皆様においては、まず

自治体の全域を対象にしなきゃいけないのではないかでありますとか、全ての

項目、例えば整備のスケジュールを含めてどの路線をどの整備のスケジュール

で作るというのを決めなきゃいけない、フルセットでネットワーク計画作らな

いと作れないんだと思っていらっしゃるところも多いかと思いますので、そう
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ではなくてできるところからでいいんですよというメッセージを伝えるために、

地方版の自転車活用計画と併せて作らなくても、ネットワーク計画だけでも作

ってくれていいんですよ、でありますとか、エリアも全域を対象とするだけで

はなくて、もう本当に課題に応じて優先的に行うべきエリアをフォーカス当て

て作っていただくのもいいんですよ、でありますとか、フルセットの項目だけ

ではなくて、まずはどのエリアでどのネットワーク路線を対象にするんだ、こ

ういったところだけでもいいんですよ、というのをお伝えしつつ、ネットワー

ク計画の策定の働きかけをさらに進めたいと思ってるところでございます。計

画に関する検討状況は以上でございます。 

屋井委員長：どうもありがとうございました。それでは、ただ今ご説明いただいた資料 1 な

んですけども、番号はついていないけれど、Ver1.0という案が配られているん

ですね。今日の議論としては、Ver1.0という案について、議論していただきた

いということですので、スライドの方の記載事項に関するご質問、ご意見でも

結構ですし、あるいは、Ver1.0をご覧になってご意見、ご質問をいただいても、

結構です。よろしくお願いします。WEB参加の委員の方々については、手挙げ機

能をチェックしてください。それではいかがでしょうか。 

入谷委員 ：一般財団法人全日本交通安全協会の入谷でございます。詳細な説明ありがとう

ございます。データ活用という話をご説明いただいたんですが、私は前回欠席

したのでその時説明があったのかもしれませんが、データを収集するための方

法というのはどういうふうにやるのでしょうか。住民の方にお願いして、スマ

ホにアプリを入れてくれとか、そういうことをやるんでしょうか。 

それにプラスですね、もしそのデータを一定の数集められたとして、その信頼

性というのはどうやってカウントするのでしょうか。つまり一部の動きなのか、

それとも、十分なだけのサンプルが取れているのか、そういったところの判定

の仕方をどうするのか疑問に思ったのですが、そのあたりを含めてお答えいた

だけるとありがたいです。 

屋井委員長：どうもありがとうございました。ほかにご質問やご意見があればお伺いします

がいかがでしょうか。 

三国委員 ：24ページの「計画」に関する自転車ネットワーク計画調整会議というものなん

ですけれども、メンバーが都道府県単位になっていて、いろいろな機関の方が

いらっしゃいますけれど、こういう方々は大体何年か経つと交代されているじ

ゃないですか。今まで金沢でも、自転車ネットワークの会議をやっていて、3年

以内にメンバーが全部変わっていくんですけど、変わっても続けていけるよう

な仕組みが大事だと思うんですが、その点はどのようにお考えですか。 

屋井委員長：どうもありがとうございます。ほかにいかがですか。とりあえず、ご質問、ほか

に出てこないようでしたら、ここで一旦切ります。質問としては今お 2 人から

出てきましたので、よろしくお願いします。 

土田参事官：ありがとうございます。まずデータについてはその住民に頼むというよりは、

このアプリに関するデータを持っている事業者の方に、該当するデータをいた

だけないかということをお願いして買うというのが基本という理解です。例え

ばシェアサイクルについては、自治体の皆さんと協定を結ぶことによって、自

分の公用地の土地を貸し出してポートにしてもらう代わりに、当該データにつ

いて提供していただく、としているところもあります。そういったところはコ

ストもかからず入手できるところもあろうかと思いますけども、いずれにして
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もやはりある程度のコストをかけながら、その GPS データを所有している事業

者の方から入手するんだろうなと思っているところです。 

入谷委員 ：今の説明に対してですが、車でしたらそういったデータを持ってる事業者の方

はかなりいるだろうと思いますが、自転車でもそのようなデータを持っている

事業者の方はいるのでしょうか。 

土田参事官：自転車に最初からフォーカスしたデータというのは少ないと思います。ここに

書いてございますのは、自転車 NAVITIMEのように自転車を使う方がナビのアプ

リを使って移動されれば、それはもう自転車そのものなので、それ自体を使え

ばいいと思っておりますけれども、それ以外の場合は、何らかの形で予想を立

てて抽出をしていくことが必要だと思ってます。例えば、スピードが徒歩より

も速くてバスよりも遅ければそれは自転車だろうとか、使っている方がこの時

間帯に学校の周辺にいるならそれは学生さんだろうという形で、原データから

ある程度予想しながら抽出をすることによって、自転車のユーザーをその属性

ごとに特定していくという作業が別途必要だと思っております。 

入谷委員 ：携帯で自分の位置を取ってる方のデータを事業者からもらうということでしょ

うか。 

土田参事官：おっしゃるとおり、その理解です。 

事務局  ：いわゆる人流のビッグデータと言われているデータが世の中ありますけれども、

その中から、そういったデータを販売されている事業者さんの方で、ある程度

移動手段を推定し、これは鉄道、これは車、これは徒歩と区分している中に、自

転車というカテゴリーもありまして、最近は自転車のみを抽出したデータを最

近は買えるようになってきていますので、まずはそこをターゲットに掲載をさ

せていただいております。 

入谷委員 ：ありがとうございます。 

土田参事官：おっしゃったように、今までは、車であれば車用のデータがたくさんあるのに

比べて、自転車には使えるデータが無いのではないかと思われる方がすごく多

いと思いますが、実は状況も変わってきてますし、蓄積されているデータも変

わってきていて、自転車に使えるデータもこういうふうに使えますよ、という

ことをお示しができるといいなと思っているところです。サンプル数のサイズ

については、ある程度、信頼に足るぐらい、長期間のスパンのデータを集めて

購入するとか、信頼性に応じてしっかりとしたサイズのデータを集めていただ

くということが必要になってくると思っています。 

担当者については、役人の常で、数年に 1 回異動がありまして、変わってしま

うというのは起こりうると思っているところでして、どうしても、肩書きとい

いますか、組織で参加していただくものものですから、同じ方がずっと居続け

ることは担保は難しいかと思いますけれども、例えばキーマンになってる方に

はずっと居ていただく方がいいとか、それぞれの会議あるいは、地域によって

事情も状況も違うでしょうから、個別にお話を伺いながら、その方にずっとい

ていただけるにはどのような方策があるのか、少し勉強させていただければと

思っています。今、行政しかこのメンバーではないところですので、ずっとウ

ォッチいただける、まさに三国さんのような NPO の方の参画をどうするかとい

うことについては、少し勉強させていただければと思います。 

屋井委員長：どうもありがとうございます。ほかにはご意見をいただければと思いますが、

いかがでしょうか。 
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古倉委員 ：NPO法人自転車政策・計画推進機構の古倉でございます。よろしくお願いいたし

ます。質問と意見が混ざりますが、3点ございます。 

まず一つが高齢者の利用についてという点でございます。資料 1 の 8 ページに

70歳以上の利用が少ないと書いてございますが、この認識は少し間違っている

のではないかと思います。例えば、「自転車の保有実態調査」という報告書を自

転産業振興協会より出しておりますが、この 44ページを見ますと、70歳以上で

11.4%、つまり全体 100%のうち 1 割以上が使っていますし、60 代も 18.1%とい

うことで、高齢者の利用が相当多いということになります。そうしますと、も

し仮にデータとして高齢者のものがない、あまり取れないという話になります

と、実態に合ったデータの取得はできないのではないかと思いますので、その

辺を工夫していただきたいです。高齢者を置き去りにせず、高齢者のデータを

集め、しっかりとした対策、分析をしていただいて、トータルとして、年齢別の

利用構成に当たるようなネットワーク計画に仕上げていただく必要があるので

はないかと思います。ちなみに同じ報告書の 98ページに月あたりの利用日数の

記載がありますけれど、70歳以上でも月あたり 10.4日利用しています。例えば

20 代で 11 日、それから、30 代で 12.3 日、それ以降の年代ではほとんど 10 代

ぐらいです。つまり 70 歳以上も結構たくさん使われてるということですから、

その利用実態を反映せずにネットワーク計画を考えることは、これは問題が多

いのではないかと思います。特に高齢者は、自転車の安全利用についてもっと

向上していただく必要がありますので、そのためにも、これを反映したネット

ワーク計画が必要なのではないかと思います。これが一点です。 

それから 2 点目はですね。これは 11 ページに関連する話、あるいは 17～18 ペ

ージに関連する話かと思いますが、自転車ネットワーク計画の基本的な考え方

について 11ページで書いてございますが、データの用途として、現状の課題設

定を利用のみならず、例えば通勤で何%増やしたい、あるいは、高齢者の利用を

もっと増やしたいという目標があれば、そのためのデータの使い方というもの

があるのではないかと思います。これは 17～18ページの中で、自転車活用計画

との連携というのが書いてありますが、ネットワーク計画を定めた自活計画を

推進すると考えておられるわけですので、当然ですけども、活用の場面で地域

に対する活用は当然あってもいいと思いますが、さらに自活計画の目標とリン

クするような形のデータの採取というか、結果的に調べた上でこれを目標に反

映するということもあるかもしれません。逆に、そういうデータを取ってその

目標に近づくようなリンクの仕方というのがあるのではないかと思います。 

それから、3点目になります。これは次のデータの取得あるいは活用の部分で資

料 2と関係するかもしれませんが、15ページの歩道と車道の通行位置に関する

データを取得し、これを分析することが必要なのではないかと思います。特に、

15ページにあたると思いますが、歩道・車道の通行位置がわからなければ、例

えば速度について、原則車道通行を標榜している以上、車道での通行状況は、

車道での走行空間のレベルに影響しますし、歩道での通行状況も、徐行ができ

ない、歩行者に対して相当圧迫を加えている、という話を出そうとすると、そ

ういうデータを分けて取れれば非常にありがたいです。データの密度から考え

るとなかなか難しいと思いますが、そういうデータを取る方法も考えていただ

いて、いわゆる車道が原則、歩道が例外であることを推進する基本のデータと

して今後活用できると思います。そういったデータの取り方にもご配慮いただ
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ければいいのではないかと思います。以上 3点です。ありがとうございました。 

屋井委員長：どうもありがとうございました。では続けて何人かご意見いただきたいと思い

ます。いかがでしょうか。 

畑中委員 ：私の理解が甘く、まだよく理解できてないのですが、この自転車ネットワーク

データに関しては、これからもちろんそのネットワーク計画を作ろうという方

ではなくて、今現在ネットワークを作っている方々に新たにデータ化して、日

本中をもっとデータでうまくできるようにしようということですよね。プロー

ブデータとは全然違う、これから作るというよりも今作ってる方のためのもの

ですよね、というところが一点と、私自身も今日皆さんのご意見を伺いながら

勉強させていただこうというところで、あまりデータ活用に関しては詳しくな

い状況ですけれど、一点不安なのは、データというと、どうしても都市部に偏

っているのではないかというように感じました。これからネットワーク計画を

作ろうという地域に関しては、まだまだそういう使えるようなデータが少ない

ところもあるのかなと。そういうところが全く自分に関係の無いものとならな

いように、是非こういうデータを踏まえてこう作るとこういう良いものができ

るんだよ、というのが伝わるように意識をして書いていただいたらいいなとい

うのと、データだけではなく、是非地域の歩行者の方の交通であったり、公共

交通との接続であったり、色々なものを総合的に判断して住民のニーズも聞き

ながら作ってください、というのを強調しながら作っていただけたらいいなと

思います。 

屋井委員長：どうもありがとうございました。 

楠田委員 ：モビリティジャーナリストの楠田でございます。ご説明ありがとうございま

す。こういった手引きを作るというのはとてもいいなと思っております。一方

で、拝見すると、まだまだブラッシュアップが必要で、腑に落ちない点がたく

さんあるなと思っております。今、自転車に向き合っている自治体職員さんの

方とどういうふうにデータを集めてネットワーク計画のようなものを作ろうか

という話をしていますと、データに基づく策定の方法がわからない担当者の

方々がほとんどだと思うんです。自転車には最近乗ったことがなく、車中心で

すし、最近の自転車はどうなっているのかあまりわからない方々ばかりだった

りするので、そういう点でぱっとこれを見ると、先ほど配布いただいたパワー

ポイントの資料を見ますと、積極的に自転車プローブデータを使いましょうと

いうように見えて、しかも買いましょうとなると、買うにもお金がないという

自治体さんがほとんどです。大きな自治体さんだったら買えるのではないかと

思いますが、ほぼほぼお金の無い自治体さんにも広げて、自治体さんのネット

ワーク計画や活用推進計画を広げていくと思うので、その感覚からすると、結

構ハードルの高いデータ活用ではないかと思っていて、もっともっと優しく書

いて差し上げたいと思うんです。入門編が欲しいと思っています。そういう視

点で見ると、まず目次の構成ですが、はじめにの 1はいいと思います。次にデ

ータ活用のやり方、方法を優しく教えていただきたいです。どのようにして、

PDCAを回すのか、データ活用に基づく策定の事前事後評価を含めた PDCAサイ

クルのやり方をとても丁寧に書いていただきたいと思います。その後に、この

ようなやり方や例があり、その中の一つがプローブデータである方がいいので

はないかと思うんです。デジタルのデータを使ったやり方というのはほかにも

色々あると思います。こういうビッグデータ的な使い方ではなく、グーグルフ
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ォームを使ってアンケートでどこが危ないのか、どのように直したらいいのか

質問するのもデジタルなデータだと思います。どのようなデータ取得方法、活

用方法があるのかということについて、すごくハードルが低いものから、こん

な高度なこともできますと、松竹梅のようなものがあったらいいのではないか

と思っています。そのやり方も本当に色々あると思っていて、金沢の先生がや

られたような形をアップデートして、デジタルでやっていくような方法もあり

ますし、今回ご説明いただいたようなやり方などもあると思います。最近で

は、目的と対象によって手法を結構変えた方がいいのではと思うこともありま

して、先ほど古倉委員がおっしゃったように、高齢者の方ですとか、プローブ

データが取りにくかったり、同じ通学でも中学生と高校生では取れるデータが

全然違うんです。中学生ですとスマホを所持して登校出来ないことがあり、そ

ういった場合はデータが取れません。高校生でしたら、私の学校では無理でし

たが、最近は学校によって所持して登校していい場合もあります。そのように

データ取り方も違いますし、対象によっても違いますし、自治体さんのお金の

予算によっても違います。なので、対象によってどのように取っていくのがい

いか、対象が特定できるのであればその方々に直接聞いた方がいいです。もし

くは何かにつけてもらって取る方法もあります。さらに行動変容を促すとか、

一緒に参画してもらうとすると、コミュニケーションを取りながらデータを取

れた方が良く、皆からこういうデータが出てきたので、皆で気をつけようとい

うような、交通安全教育を兼ねた形でもデータが取れたりしますので、対象、

目的、コストの問題、取得のしやすさ、分析のしやすさ、コミュニケーション

のしやすさ、事後評価の PDCAを回すことと、職員さんのスキルや予算によっ

ても、全然違いますので、この辺りも念頭に置いた内容を取り挙げていただき

たいと思います。よろしくお願いします。 

屋井委員長：どうもありがとうございました。ほかにはいかがですか。 

田中副市長：宇都宮市の田中でございます。佐藤市長の代理で来ております。今回のお話い

ただいた中で、基本的に自治体が自転車なり道路の計画を作る際は、やはり何

かしらのデータに基づいて作っているはずなので、おそらく自治体の人がこの

手引きを使うときには、データの違いについて知りたいと思うんです。今楠田

さんがおっしゃった内容と似ていますが、今回のようなビックデータや、従来

から行っていたセンサス、PTなど、色々なデータがありますから、データの性

質を比較して、こういったことを知りたいときにはこういう調査、データを用

いればいいというのがわかるような一覧的なものを一番最初に持ってくると、

このガイドラインがすごくわかりやすく、使いやすくなるのではと思います。

その中で、ビッグデータを使おうとしたときに何でも出来ると思ってしまうの

は駄目で、そもそもサンプル数が少ないと信頼性が保てないので注意が必要で

あるなど、データごとに色々な限界や得意分野があると思いますので、それを

しっかりと明確にしてあげることが必要です。それから、今回ビッグデータを

使うということなので、それによって、従来の調査方法の代替になるのか、コ

スト低減や手間だったことが楽になるのか、何かしら新しくできるようになる

のかということを分けて整理してあげると、選択肢から選ぶ際にわかりやすく

なるのではないかと思いました。今回はプローブデータに注目されているとい

うことですが、プローブデータをどう使うということもさることながら、やは

りニーズ、こういうことを調べたいときに、知りたいときに、こういうデータ
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を使えるということをしっかりと示してあげることが大事で、そのなかの一つ

がプローブデータではないのかと思いますので、そこを明確になるようにして

いただければと思います。 

屋井委員長：どうもありがとうございます。 

小林委員 ：NPO 法人自転車活用推進研究会の小林です。私は前から、きちんと根拠があっ

て、データを揃えて説得力を高めるべきだということを思ってるので、方向と

しては、すごく評価すべきだと思うんです。今までわからなかったものもわか

ってくるだろうと思うんですが、その先ほど古倉委員もおっしゃったように、

わからないところもあるわけですよね。スマホ持っていない人達のデータが取

れないこともありますし、やはり自転車活用推進の中で、一番大きなもの、流

れとしては自転車通勤だと思いますが、その部分はこのデータでは取れないは

ずなんですよね。こういうデータがあるので、この道を使った方がいいねとい

うことを結論まで結びつけることは、すごく難しいような気がします。こうい

うデータを扱うにあたって、専門知識も必要でしょうし、全体の街作りのコン

セプトみたいなものが整理されていないと、何か明後日の議論になりそうな気

がします。吉田先生もいらっしゃいますので、是非、本当にわかってる方々が、

一回モデル的にやっていただきたいです。宇都宮市で全部やるのだったら一回

やってみて、それで新しい形で、今までのネットワーク計画ではこちら側でこ

ういうふうにこのルートを作っていたけど、実はこっちの方がいいんだと、そ

の方が正しいんだということが証明できたら、すごく発展すると思うんです。

今の状態で、じゃあやってねって投げたときに、対応できる自治体があるかと

いうと、大丈夫かなと思うので、これ自体は新しい試みとしてすごく評価すべ

きものですから、もう少しわかりやすいように、私みたいなデジタルデバイド

でもできるように考えていただきたいとお願いしたいと思います。 

屋井委員長：どうもありがとうございました。それではどうぞ。 

久保田委員：私も皆さんと大体同じ意見ですけれども、まずは自転車プローブという全く新

しい世界を切り開いていくという非常に先進的な取り組みについて、強く支持

したいと思います。一方で、楠田さん、畑中さん、小林さんもおっしゃったよう

に、ついて来れない人が多分かなりいらっしゃる気がしていて、そこが怖いで

すね。そうならない工夫も必要だろうと思います。色々なことを全部統合した

システムというのは、最先端としてモデル的にどこかでやっていただく一方で、

もう少し、楠田さんが松竹梅とおっしゃいましたがまさにそれで、簡単に、例

えばプローブデータだけを紙にプリントアウトする。ETC2.0のデータも紙にア

ウトプットしそれぞれを机の上に乗せる、というようなことをして、自転車ネ

ットワークを考えるワークショップの中で、皆で紙を見比べてこうこうしよう

ねといった議論ができるというのが最低限だと思いますが、それでも、十分、

一歩進んでると思うので、そういうことをやっている自治体もあってもいいと

思うんです。それもある種のモデル地域でみたいなものなので、そっちはそっ

ちでやっていただいたらいいのではないかと思います。先ほど古倉さんがおっ

しゃったように、私も歩道と車道のどちらを走っているのかということは決定

的に重要なデータだと思っていまして、それを事故原票になんとかして欲しい

と前から申し上げたんですけども、今回、GPSでそれができるようになるのであ

ればいいですが、そうでないなら、例えば、自転車が第 1当事者、歩行者が第 2

当事者になっている事故の地図が机の上に乗ってるというのでも、ワークショ
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ップでは十分議論ができるような気もするんです。というような、両構えぐら

いでやっていただきたいというのが一つの意見です。 

もう 1つ、需要予測まで想定されてるというのはすごいと思いますが、22ペー

ジですか、確かにこういうデータをフルに使うと、超一流コンサルタントの人

であればこの交通需要予測までいけると思います。ただ、この需要予測のフロ

ーを見て非常に気になるのが、とにかく自転車が増えればいいというように見

えるわけです。ですから、車からも、下手したらほかの交通手段と言っている

のでバスからも奪おうとしてるのではないかと、すごく気になりました。これ

は自転車活用でも申し上げましたが、自転車も公共交通も非常に重要なので、

特に公共交通は、今非常にピンチな状況にあるので、そこから奪うのはいけな

いと思います。ですから、公共交通の状況は、このフローの中でしっかりと見

て、それを奪わない状況も作らなければいけない。そういう中で自転車を将来

考えていくというように、ぜひこのフローを考え直していただきたいと思いま

す。 

屋井委員長：どうもありがとうございました。ほかはいかがでしょうか。どうぞ。 

三国委員 ：今まで皆さんがおっしゃってたことの中で、やはり私も気になっていたのは、

データを取ることが何か目的化してしまうのはとても問題だと思います。 

まず大事なことが、この事例を挙げて話しますと、アメリカのポートランドに

行きましたときに、自転車の走行空間を作っているときに、必ず子供たちが通

う図書館とかスポーツ施設など、そういうところを押さえて、そこにきちんと

ネットワークができるよねと考えて作っているということでした。まず押さえ

るべきところというのが大事だと思います。というのは、自転車と関係ないの

ですが、この間、イギリスのヘルシーストリートを提唱しているルーシー・サ

ンダースさんのプログラムに参加したのですが、その中で言われてたのは、必

ず押さえる 10のポイントがあり、例えば簡単なことなんですけど、ヘルシース

トリートだから渡りやすいかとか、そういう何か押さえるべきことをまずきち

んとと決めるということでした。例えば子供たちがターゲットだったら、地方

に住む今の子供たちは、ほとんど親に車で送り迎えされていることが多いので、

本当に子供たちに意見を聞いても、自分がどこを通ってるか、描けない、わか

らない子供もいると思います。その辺を一つ考慮しなくてはいけないです。 

それから、この間、京都の計画を作る会議に出たときに、高齢者の方が最後に

おっしゃっていたのですが、京都で大きな計画を作ってもらっても、自分たち

が住んでいる街は、実は昼間自分たちが外に出てみると、ほとんどの高齢者が

自転車なんだと。だから、本当に高齢者は自転車を利用しているから、半径 500m

ぐらいのところは自転車で安全に行けるようにしてほしいと考えると、大きな

市全体でなくても、地域ごとに安全に利用できるような、そんなことも考えて

ほしいという話が出てきました。市単位で考えるとすごく大きなことになりま

すが、もし地域でやれるところがあるなら、そういうところで、デジタルの素

晴らしいデータだけでなくても、その地域の協議会で作ってできると思います

し、それから学校単位でも児童の安全ということで PTA もあるので、そういう

ところも利用できたらと思います。ビックデータだけを全て信頼するのではな

く、何を押さえるかを一番先に考えてからデータ活用というようにしていただ

けたらと思います。 

屋井委員長：どうもありがとうございました。 
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栗田委員 ：私はこのデータ活用に対しては、すごく賛成です。というのも、8ページの 1-4

で「ガイドラインが示すフローのうち、主に自転車ネットワーク路線の選定な

どにおけるデータ活用方法などを提示」としてあるんです。私は、このデータ

活用は、全体というよりも選定のときに重要なものだと思っています。例えば、

これまでは、道路管理者の方の考え方や、沿道の方の理解、合意形成のしやす

さとか、結構人に頼っていた部分が多かったのではないかと思うんです。でも、

そういった部分を抜きにしたときに、例えば異動でキーパーソンが居なくなり

どうしようと思ったときに、やっぱりこのデータというのはかなり力になるの

ではないかと思うんです。選定するとき、計画を立てるときの第一歩として、

背中を押すものになるのではないかと思いました。これが進むことによって、

精度の高いものができるのではないかと希望を抱いています。とはいえ、デー

タだけでは完璧ではないということも感じていて、例えば、計画化したものの

実際の施工はまだ何年か先となったときに、年数が経つにつれ、学校や施設が

無くなった、大きい商店があっちに出来たときは完璧なものはできないですし、

あともちろん人口動態も変化していきますので、そういった少し未来の予測み

たいなものも加味してもらえると、完璧ではないかと思っておりました。 

屋井委員長：どうもありがとうございました。次にありますか。 

吉田委員 ：このデータワーキングに加わっていました吉田と申します。先ほど何人かの方

からいただいた様々な意見というのは、このデータを活用することで、色々な

分析ができるとか、それぞれのニーズみたいなものをきちんと可視化できると

いう意味では、とても重要な役割を果たすと思います。何よりも重要なポイン

トは、おそらく行政だけで完結していた様々な重要な情報というのが、データ

を民間事業者の提案として受け入れることで、新たなネットワーク構築の考え

方が可能になると思います。もちろん最初から万能でないことはあると思いま

すが、それぞれのニーズに応じて分析ができるように、まずはネットワークと

いうものをきちんと計画及び整備の成果としてデータとして提示する。それに

基づいて、皆さんがどのように自転車を使われているのかを議論を進めていく

上で根幹となる情報になると思っています。こういったものがないと、色々な

議論がなかなか前に進まないというところがあると思います。 

それから、特に自転車に関しては、自転車活用推進計画が法の中にありました

ように、今回はロンドンの例を入れています。短距離の自動車需要が多いとこ

ろに自転車のネットワークを入れることによって、低炭素に貢献するような自

転車の活用というのを考えようとすると、自転車が使われてないとデータはで

てきません。ロンドンではどうしたかというと、自転車で時速 20km/hで 30分、

大体 10km ぐらいの自転車ネットワークを通勤にターゲットを絞って展開する

ことによって、潜在的な自転車需要を顕在化することに成功しました。低炭素

のことを考えて、自転車をはじめ、パーソナルモビリティといったことも含め

てやっていきたいと考えている自治体にも関心をもってもらうためには、こう

いった考え方の提示というのは何よりも重要だと思います。現状の手引き案に

ついては、データドリブンのように見えてしまっているところもありますが、

課題に応じてどうやってデータを活用できるのかというところでレパートリー

を示すのが手引きの役割ではないかと思っていますので、いただいたご意見に

基づいて修正対応が可能であると個人的には思っています。 

屋井委員長：どうもありがとうございました。 
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楠田委員 ：モビリティジャーナリストの楠田です。先ほど申し上げ忘れたことがあります。

一つが畑中さん、久保田先生がおっしゃっていたところなんですけど、第 3 次

計画の素敵なところは、その自転車だけではなく、ほかの移動手段も配慮して、

連携していこうというところだと思うんです。これまでは、自転車だけにフォ

ーカスしがちで、冒頭のお話にもありました歩行者の安全の観点、ほかの公共

交通や自動車交通との視点について弱かったように思うので、そういった視点

も加味した自転車ネットワーク、データ活用の手引きであってほしいなと思っ

ているんですが、まだ第 3 次計画の素敵さが反映できていないような気がして

います。データの活用について大事だと思うこととして、データというのは情

報共有や施策検討、合意形成のツールであると思うんです。色々と活動して思

うのが、どういう情報を持ってくるのか、データを集めてくることも結構大変

で、また施策を検討してもらうのも結構大変で、市道と県道と警察のやること

がバラバラで、市と県と、あと学校の方や地域住民の方に参加していただくと

か、一緒にやっていく組織を作るのが望ましいですが、連携することがデータ

活用の場合に結構大事になってくるのではと思います。またデータが完璧では

ないので、足を運んで、そういう現場を見に行くということも結構大事で、ま

たその関係者の方々と一緒に見に行くと、そこで立ち話で急に話がまとまって

「ここはうちでやっておくのであとはよろしく」などと変わることもあるので、

データを活用するからこそ、みんなで現地に行って、一斉に決まることが結構

あると思います。 

そのほかに、SIPの方で、小さな道のことを石田先生中心に結構予算を注ぎ込ん

でシミュレーションツールであったりとかを作られているので、ちょっと私見

に行きたいと思ってまだ行けてないんですけど、そちらでも、これに関係する

ものを作られているので、見に行かれたらと思っております。 

屋井委員長：どうもありがとうございます。時間の関係上、予定よりも遅れていますので、

すいませんがご意見はこのぐらいにさせていただきたいと思います。 

それで、今までいただいた意見について、事務局から一つ一つご回答いただく

とかなり時間がかかるので、私の発言を受けて、その上で補足、あるいは、違う

ということであれば言っていただく形にさせていただきたいと思います。勝手

なことを言って申し訳ないのですが。 

皆さんの意見を総括するわけではないですけれど、計画を決めていく上でのデ

ータの重要性や必要性、これについては全く異論がなく、全員同じ方向を向い

ていると思うんです。問題は、今回の手引きの役割とか位置づけが誤解なく伝

わるようになっていれば、そこは納得できるのではないかなと思うんです。で

はどういうふうにして納得してもらうかなんですけども、もちろんガイドライ

ン自体も改定していくので、ガイドラインの本文にもデータに関わる技術は今

も無いわけではないけれども、一定程度は書いていく、これは必要だと思うん

です。なので、この手引きだけでデータ活用について全て網羅しているという

ことでは無いです。これが 1点。 

それから、脱炭素や通勤とか。あと通勤等の目的についてはカバーできていな

いのではないかというお話が古倉委員からありましたけれど、私もそれについ

ては一見残念だなと思うんです。ただ一方で、かなりしっかりとした需要予測

をやっていくとか、そういうことが一体で書かれてない限り、例えば高規格自

転車道のような新しい自転車道を宇都宮市なんかでぜひ作ってもらいたいなと
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は思ったりするんだけども、5kｍ、10kｍ離れたところでも止まらずに行けるよ

うな、公共交通も使うけど自転車も使う、そういう世界が描けたら素晴らしい。

ちょっと横道にそれましたけれど、とにかく様々な次のステップに行こうとす

ると、かなりしっかりと計画を目的段階、ニーズから何から詰めて検討してい

かないと支え切れるものではないが、そのレベルの内容がここで書かれてない

んですね。需要予測について紹介はあるけれど 4 行だけ書いてあって、ほとん

ど書かれていない。そういうような資料の中身から考えると、私は畑中委員が

おっしゃった観点は極めて重要で、すなわち、この手引きはこれから計画を作

ろうとしている自治体のためにあるのではなく、既に計画を作られた自治体、

しかし、大概はその自治体ですら、ほとんどは車道混在です。ネットワークと

いう観点で、車道混在のネットワークを市街地の中に作ってくれた自治体が、

一定の規模感もあり知見もある、そういう自治体の方々が、次に暫定的な形態

を、ここについては自転車専用通行帯にしよう、これについては自転車専用道

路にしよう、といった高めの計画に更新していただくというタイミングで、こ

ういうプローブデータみたいなものをしっかりと確保しながら、自治体の実態

に応じて今後のあり方まで検討していく、もちろん需要予測が必要になってく

るかもしれない。それですら、そういう自治体であれば、対応することが必要

であれば、対応できるかもしれません。このガイドラインや手引きについては、

これから作ろうとしている、裾野を広げていくような意味の比較的小規模な自

治体に使ってもらうとなると極めてハードが高くなるし、結果的にはネットワ

ーク路線の選定のためと書かれているわけだから、ゼロからやろうと思って本

当にこれが必要ですと言われたら、データはどうしたらいいですかって全部コ

ンサルタントに聞くことになりますよね。是非、まずは能力が一定程度あると

ころから使ってもらって、このような使い方をして、このようなことが出来る、

ということを示してもらう。それには、宇都宮市さんが一番適切なわけですけ

ど。そういうことが役割としてまずは適切なのではないかと思います。そのあ

たりが伝わるような記述を加えてもらうとか。誰に向けてなのかってところが、

これから作る自治体さんなのか。その支援を行う民間事業者による活用である

のか。そうではなく、これからバージョンアップする自治体さんにこそまずは

使ってもらいたい、といったようにしてもらうといいのではないかと思ってい

ます。色々なご意見はあるかもしれませんけれど、ターゲットをはっきりさせ

ながら、まずは Ver1.0を世に出すということを早い段階でやりたいと思ってい

るのですが、どうでしょうか。反対意見もあるかもしれませんが、オープンに

したい気持ちもあるでしょう。私の提案は終わりますので、あとお願いします。 

事務局  ：事務局の原田でございます。たくさんご意見をいただきまして、本当に盛り上

げていただいてどうもありがとうございます。色々ご意見いただいたところは

しっかり受け止めたいと思います。少し補足だけさせていただければと思うん

ですけれども、このデータの活用に関しては、自転車の施策においては、今回

ワーキングに参加いただいた先進的な自治体を選んだつもりですが、それでも

ほとんど使っていないとおっしゃっていた状況なので、何とか使っていただけ

るように少しでも前に進めたいというような思いがあって、EBPMとも言われて

いる中で、なんとかやっていきたいという思いで始めています。データは万能

ではないということも前回から伺っていますし、おっしゃるとおりです。今回、

4章の冒頭にもその旨書かせていただいた上で、だからこそ、データによってサ
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ンプルの特性が違いますよ、ということをお書きしたり、万能ではないことに

留意して参考にしてください、ただ、全く使わないというよりは少しでも使っ

てくださいね、というような趣旨でやらせていただいてございます。データで

すとか、プローブの印象が強いというふうに見えているところがあるかと思い

ますが、一応、地域課題から入ってくるような形にしていて、事例でお示しし

ている中も、例えば通学路の点検結果のようなアナログ的なものも含め、色々

なものを重ね合わせて、基本として、利用に関する実態把握、安全の観点の実

態把握が出てくると思いますので、デジタル、アナログ、こういったものがあ

りますよ、ということをお示ししたかったというところです。ただ、今までや

ってないことをやろうとすると結構難しい内容なので、これでも絞り込んだの

ですが結構広がっていくので、わかりやすくということは引き続きしっかり考

えていかなくてはいけないと思ってます。また、そういう思いもあり、表題の

タイトルに Ver1.0というのをつけています。ただ、あまり道路局ではこういっ

た表題をつけることは今までほとんどなかったのですが、まずはきちんと作り、

少しでも前に進めていきたい、今後皆さんの意見もいただきながらバージョン

アップしてより良いものにしていきたいと、そういった意気込みもあり、こう

いった状態にさせていただいているところでございます。色々なご指摘をいた

だきどうもありがとうございます。しっかり検討したいと思います。 

屋井委員長：以上ですか。 

小林委員 ：文句をつけるわけではないのですが、今度、第 3 次計画で初めてビジョンのよ

うなものがきちんと掲げられることになりますが、ビジョンを実現するために

具体的にどのような施策を取ったらいいのだろうかというときに、このような

データがこのように役立つという、筋書きができると、なるほどこれは必要な

のだなとわかるので、それを証明してもらいたいです。具体的に何かモデルを

作って、このデータがあるからこういう風に考えるとこれが反映される、実現

するんだよという流れができるとわかりやすいので、ぜひお願いしたいと思い

ます。 

屋井委員長：どうもありがとうございました。時間の管理上、もう次の議題に入ります。今

のデータ活用の定義に関してはですね、いろいろ意見いただいて今、事務局か

らも回答ありましたけど、私とですね吉田先生と事務局で相談させていただい

て、中身について、方向性は第一歩として極めて重要なので、何らかの形で出

したい。そこらへん誤解がないようにと、あとはデータに関してもほかのドキ

ュメントとどう役割分担しながら、これに書かれてることはどういう役割なん

だということが伝わるような、そういうことで進められればと思います。すみ

ませんけど、そういうことでよろしいでしょうか。はい、どうもありがとうご

ざいます。それじゃ続けて 2 番目の議題、よろしくお願いします。今度は整備

ですね。 

土田参事官：では続けて資料 2 の方で整備に関する検討状況をご説明申し上げます。こちら

については、屋井先生からございましたように、この委員会自体はガイドライ

ンの改定を最終的に目標にしたいと思っており、それに向けての論点の具体化

のご議論をいただければと思ってございます。 

1 ページ目でございますが、最終的にはですね、この④にある道路空間の再配

分、つまり自転車の専用の通行空間を作っていく上では、やはり既存の道路空

間を分けていただく必要があると。その再配分の手法について、現行のガイド
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ラインではメニューはお示ししてるところでありますが、実際にどのようにや

ればいいのか、手順も含めて具体的に書ききれていないとところもございます

ので、ここを今後充実させていきたいと思ってございます。そのための整理、

どのようにやっていけばいいのかというものをご議論いただければという中で、

この空間の再配分メニューはほかにないのかという観点を今年度少し調べてき

たところでございまして、それが③でございます。手法の充実の観点で、例え

ば、路肩をよりうまく使う方法でありますとか、あるいは、幅広の歩道が各地

いくつかございますけれども、その歩道を活用する手法がないのかという点に

ついて、研究をしたところでございます。そのイメージ下につけてございます

けれども、これらについての深堀りの論点はどのようなものかというのをご議

論いただきたい、さらには⑤でありますけれども、実際に作った後、専用通行

帯を作ってもそこに駐停車の車両があると、それを避けて通行しなければいけ

なくなるので逆に危ないとか、色んなお声がございますので、それを抑制する

対策としてどのようなものが考えられるのか、その点についての論点の深堀り

ということで考えてございます。 

2 ページ目でございます。先行事例ということでいくつかヒアリングを関係す

る団体、自治体の皆様にさせていただいたところでございまして、それらも踏

まえて 3 ページ目以降に論点の具体化の例、提示をさせていただいてございま

す。路肩の活用ということで、例えば側溝の工夫、側溝をさらに小さくするこ

とによって幅を生む方法があるのではないかというところ、さらには、滑りに

くいグレーチングについて、その蓋を変えることによって、その環境を改善す

るというやり方もあるだろうというのが、それぞれ抽出した手法でございます

けれども、それぞれについてどういう条件であればそれが導入できるのか、さ

らには、どのような方法を取ることによって効率的、効果的にその導入が進む

ことになるのか、というところの論点を提示させていただいてるところでござ

いまして、運用上の留意点さらには、手順も含めて、書かせていただいてると

ころでございます。また、右側のところでは、我々の方で調査した中で出てき

た意見を付させていただいてございますので、これらも見ていただきながら、

この論点もう少し深堀りした方がいいとか、この論点が足りないとか、そのよ

うなご議論をいただければ幸いでございます。 

4ページ目はその事例についてのもう少し詳細な紹介ということでございます。

5 ページ目が幅広歩道の活用ということでございまして、幅の広い歩道を少し

分割させていただいて自転車専用にしていくという考え方でありますが、これ

においても、導入条件、導入方法、それぞれについての論点を明示させていた

だいてございまして、必要な幅員の考え方、どのように分割をすればいいのか、

地域との合意形成、どのように考えればいいのか、それぞれの項目ごとに少し

整理をさせていただいてございますのと、導入方法につきましては、どのよう

な種類で分離すればいいのかでありますとか、特に交差点部の処理ですね、幅、

歩道を分離していく関係で、その先にある交差点、どのように処理をするのか、

課題になってくるかというふうに思いますので、歩行者との錯綜をどうするの

かであるとか、速度の関係、誤進入どのような観点で具体化を今後進めていけ

ばいいのか、ということでございます。特に交差点については 6 ページ、先行

事例の調査ということでいくつか対応する事例を挙げさせていただいてござい

ますので、このような事例も含めてどのように今後、論点を深めていけばいい
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のか、ご知見いただければというふうに思っているところでございます。 

7 ページ目が、道路空間の再配分の手法が現在のガイドラインで列記されてご

ざいますので、路肩や幅広歩道も含めて、それぞれの方法について具体的にど

のように進めていけばいいのかというものを明らかにしていければと思ってご

ざいます。さらには、それぞれの導入条件、導入方法についてもより具体的に

記すことによって、自治体の皆様が見たときにこの条件であれば我々の地域の

ここに当てはまるねと、思っていただけるようなものにできればと思ってござ

いますし、ほかの計画との整合という観点で、交通の計画であるとか、無電柱、

歩道、それぞれの事業のタイミングの連携等々も論点の一つになるのかなと思

い、書かせていただいてるところでございます。また、道路空間の再配分につ

いては事例集ということで、国総研とも連携をさせていただきながら、それぞ

れの地域における良い事例について、どのような形で進めていったのか、わか

りやすく説明できるような事例集を作っていきたいと思ってございます。参考

までにタブレットの方では現在の案も格納してございますので、適宜ご覧いた

だければ幸いでございます。 

9ページ目、専用通行帯を作った後の停車抑制対策ということで、主にポールを

立てていく方法を念頭に置いてございますけれども、例えば 10ページ目にある

ように、これも国総研の方で具体的にポールを立ててですね、どんな高さがい

いのか、幅はどのようなものが適当なのかというものを車の挙動込みで実証も

しながら今検証していただいてるところもございますけれども、そのような観

点で導入の条件、さらには、導入の方法、安全性も含めて必要な論点を頂戴で

きればと思っているところでございます。少し駆け足になりましたが以上でご

ざいます。 

屋井委員長：はい、どうもありがとうございました。それでは、ただ今ご発言いただいた資

料どうでしょうか。この件はまだ今後さらに議論を深めていくというスタート

みたいなものですね。はい。よろしくお願いします。 

久保田委員：多分今一番多いのは、目的がウォーカブルで 4 車線を 2 車線にするみたいなと

きに、広げる歩道を車線目一杯じゃなくて、自転車専用通行帯を作りながら、

歩道を広げるというのだと思います。どうやってそれを作るかということをガ

イドラインの中にしっかり書いといていただければ、これからウォーカブルと

自転車を同時にやりたいという自治体もいっぱいあるはずですから、かなり需

要があるんじゃないかと。そっちも重視していただきたいというのが 1つです。 

屋井委員長：どうもありがとうございました。 

 ③と④が同じ道路空間再配分って書いてあるんだけども、この③の道路空間再

配分って言ってるのは、路肩をどうするかとか、歩道の中をどう変えるかとい

うことなんですね。③と④の違いははっきりはしていないけど、④はもう少し

一般化してるんだけど。歩道の幅員の変更・縮小とかね、植栽帯とか様々にあ

るから、どういう書き方がいいかどうかってあるんだけど。ちょっと現状では、

皆さんの理解になっているかどうかというのはあるんですけども。 

小林委員 ：すごくシンプルな質問なんですが、例えば今、歩道の中に自転車通行指定部分

があったりするのがいっぱいまだ残ってて、結局あれ全部歩道なんで歩行者が

どこ通ってもいい、遠慮することになってるけども、やっぱり誰も守ってない、

自転車も守ってないし歩行者も守ってない。だけど、線が引いてあったり色分

けしてあったり、物理的に区分けしているのもある。それも交差点に差し掛か
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るとどうしたらいいかわからない。これ、今回のこの整備で、そういうところ

で解決するというか、こういうふうにすればいいよというふうに具体的に現場

でわかるのかしら。そこは何かわかると、すごくこういうふうにしてというふ

うに我々は言いやすいんだけど、これを読んでどう進めて、交差点も確かに考

えてくれてありがたいんだけど、本当に具体的にどういうふうにしたらいいの

か、単純に自転車に乗って、自転車のマークがあるところで走っていくと、ず

っとネットワーク上を移動できる、快適に安心して移動できるという状況が本

当はありがたいんだけど、そっちの方向に向かってるのか、どうか。シンプル

に聞きますので、シンプルにお答えください。よろしくお願いします。 

屋井委員長：どうもありがとうございます。質問を続けて聞いてからにしましょう。 

三国委員 ：6ページの交差点のところなんですけど、これはもう安全であるからこういう交

差点にしたらいいでしょう、いいですよという事例で出されてるんでしょうか。

先ほどの小林さんとのお話もあるんですけど、本当にきちんと、例えば自転車

通るところは自転車通るところで決めてしまって、歩道を分けたなら、それな

りにちゃんと自転車が通れるようにきちんと誘導できるようにしてあって、車

にも理解されるようになっているのか、だから、こういう交差点にしましょう

というふうに出してるのかというのは、ちょっと気になったんですけど。 

屋井委員長：ありがとうございます。次、ほかどうですか。じゃあ、1回ここで切りますか。 

土田参事官：久保田先生のガイドラインの新しいウォーカブルの視点のところについては、

我々の方でもぜひ受け止めさせていただいて、記載の充実を図りたいと思って

ございます。 

事務局  ：小林委員からいただいているところについては、その方向なのかと、交差点繋

がるような方向なのかということでいけば、その方向で考えていますというこ

とになります。ただ、それに実現にあたって色々課題は当然あると思うので、

その課題をちゃんとピックアップしてどう潰していくかということで議論を進

めていきたいなというふうに思っております。 

それから、三国委員からご質問いただいた 6 ページの事例ということについて

は、これはあくまで調査した事例としてご紹介をしているものということでご

ざいます。事例調査をするにあたってですね、いろいろ経緯を掘り下げて聞こ

うとするとあまり古い事例だとですね、なかなかご担当者もわからないという

話があるので、例えばここに載っている四日市市だとか広島市とかは、本当に

まさについ最近やりましたという事例があったので、そこに調査に行ってもら

っていて、現地でこういう工夫が見られましたというところにとどまっていま

す。まだこれが本当に正しいかどうかというところの検証は、まだ我々として

もしているものではなくですね、まずこういう取り組みをどういう考え方でや

ってますか、どういう効果がありますか、ということをお聞きしている段階と

いうふうにご覧いただければと思います。 

屋井委員長：コメントが今の段階で多くないのは、この資料が何を意味してるかというのが

いまいちわからないからなんだよね。これから一緒に作っていくというのがあ

るんだけども、この構造等々についてはガイドラインとして、過去に何回か改

定して今の状態になってはいる。そこに何か課題がありませんかってこちらが

問われてるって、そういう段階になって考えればいいよね。要はここに書いて

あることを参考にしながら議論を広げてもらう段階です。先ほどの Ver1.0はま

とまっているのが出てきているから、なんとかあれで話は伝わっている段階な
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んだけど、こっちの方はまだこれから議論しますよという段階。それを理解し

ていただければ結構なので、大いにご発言いただければと思います。 

ほかはいかがでしょうか。よろしくお願いします。 

古倉委員 ：多分今の屋井委員長のご指摘と関連するんですが、やはり資料 1 の計画とそれ

から資料 2の整備の関係がやっぱりちょっとわかりにくい点があります。特に、

計画の段階でデータを必死で集めて、例えばその交通量とかですね、それから

属性別のデータを集められるとしますとこの整備の段階でも、その交通量に応

じた整備とか、あるいは、属性においた整備、例えば高齢者の通行が多い空間

であるとか、あるいは、中高生が多い空間であるとか、その属性に応じた質を

確保するような整備手法はあり得ると思います。せっかくデータを集めて、分

析してネットワーク計画を作られる場合に具体的に整備をされる場合に、例え

ばそのヨーロッパの例をご紹介しますと、自転車の交通量においてですね、1台

幅の専用空間を作るのか、あるいは、2台幅の専用空間を作るのか、コペンハー

ゲンのように 3 台幅の自転車通行空間を作るのか、これもちろん整備の内容と

いうかどうかわかりませんけど、やはりその交通量でもそれぞれ整備の仕方が

違う、あるいは、属性においても違う。せっかく計画の段階でいろいろデータ

を集めてこれから分析されて、それをネットワーク計画の整備に反映されよう

とするならば、そういうデータとのリンク、つまりデータによって整備の方法

を変えるとか、あるいは、その変えないを考えてみるべきではないのかと思い

ます。 

屋井委員長：どうもありがとうございました。ほかはいかがでしょうか。 

田中副市長：宇都宮市でございます。今回そのネットワーク整備ということなんで、物理的

な整備が中心になってくると思うんですけれども、ネットワークということを

考えるときに物理的なところだけじゃなくて色んな規制や誘導などのソフト施

策、特に先ほど久保田先生がおっしゃりましたようにウォーカブルとの関係を

考えようとしたときに、そういったところとの関連も考える必要があると思い

ます。今回のこの手引きの中で、そこまで踏み込んで書かれる予定があるのか

どうなのか、ご教示いただければと思います。 

屋井委員長：どうもありがとうございました。 

土田参事官：古倉委員の方からいただいた点につきましては、我々の今の考えとしては、計

画でまずしっかりとデータを集めて分析をいただいたうえで、どの路線にどう

いう整備形態、専用なのか、矢羽根なのか、さらには、その整備の形態も含めて

決めていただいて計画に載せていただく、その計画を作っていただくのがまず

大事だと思っており、その計画に基づいて実際の整備に移るという考え方でお

りましたので、この整備の論点の中では実際にその整備自体、物理的な整備自

体をどのように進めていくのかというのに、フォーカスをして記載をしている

という整理をさせていただいてるところでございます。 

事務局  ：田中副市長の方からございました規制の部分については、この会議自体があの

警察庁さんと共同事務局でやっているものですので、当然通行空間とそこに関

わる規制みたいな話は一緒に議論していくものかなというふうに思っています

ので、必要があれば、警察庁さんともよく議論をさせていただきたいなという

ふうに思っております。 

あと屋井先生からですね、資料の位置づけがというところの話をいただいてお

ったんですけれど、今回ですね、3つ、この論点は前回 10月のときにお示しを
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してさせていただいてたものですけれども、3 番目は少しメニューを増やした

いなと、再配分をもうちょっとお手軽にできるやり方ないかなということでの

少しメニューを充実させたいというもの。4番目のところについては、今、ガイ

ドラインで列挙しているだけなんで、この 10個ぐらいの中からどれを選んだら

いいかというところの拠り所がないので、その拠り所となる考え方を整理した

いと。5 番目はご案内のとおりポール立てたりして停めづらくしましょうとい

うことなんですけど、今回ですね、ご議論いただきたかったのは、それぞれヒ

アリングをしていく中でこういうことを聞き出していくってことを色々整理し

てるんですけれど、まさにその聞き出した内容が、このガイドラインに反映し

ていく項目になってくるので、自治体さんが将来ガイドライン使ってやろうと

思ったときに、こういうことをちゃんと書いてくれないとなかなかやれないよ

というところの話があればですね、早めにいただけるとありがたいなというと

ころでございました。補足としては以上になります。 

屋井委員長：ほかいかがですか。 

小林委員 ：結局だから、前のこれまでのガイドラインもそうだけども、その現場でみんな

迷うわけですよ、どれだということで、どうしたらいいのかという。やっぱり

そのプライオリティをわかるようにしてくれるとありがたいなと思うんで。で

きればこっちの方から考えて、ただそれ言っても、現実には専用通行帯作ると

か専用道作るのが一番いいけども、できないからって矢羽根になっちゃう。だ

から今自歩道があるなら自歩道でいいやみたいなことで、どんどんどんどん低

いほうに流れるところってあるので。そこでやっぱりビジョンが大事だろうと

思うんだよね。こういう街にこういう交通を実現して、こういうふうにみんな

が幸せななるためにこれを作るんですよってところをちゃんと書いてくれない

と、どれ選んだらいいのって、予算から考えたらこれだねってことになっちゃ

うので、ぜひ高みを目指すような書きっぷりをお願いしたいと思います。よろ

しくお願いします。 

屋井委員長：それじゃあ、よろしいですかね。今のはエールをいただいてるということです

からね。高みを目指しましょう。私も大賛成です。 

私の個人的な意見を先に言うと、やはり今回のまとめ方は別にして、この④、

すなわち空間再配分ということをしっかりと位置付けて進めていこうと。これ

すごいことだと思うんですよね。もちろん今までなかったわけだしね。それで

ヨーロッパなんか普通にやってはいるんだけども、でも日本の国で車線の方を

ね、変更させていく可能性について、自転車という中で検討していこうという。

その発想、ある種大転換というか、すごいなと思って見ています。久保田先生

もおっしゃるように、多くの場合は、歩道なんかもすごく狭いんですよね。狭

い歩道に自転車と歩行者がぐちゃぐちゃになっているところも結構あってね。

私が知っている場所もあるんですけど、そういうところなんかで、車から自転

車や歩行者の空間に広げるときに、結果的には一緒のまま広げるというのは、

なかなかそうはいかないし、自転車に車道に出てきてもらってそこで安全な通

行できるようにしようとか。そういう発想になってくる。その前提として、車

線数を変更していくということ、そういうことを俎上にあげる。できてること

と同時にその適用条件とか、検討手順って書いてあるので、どうやって検討し

てくか、具体的にこのガイドラインを書いていくなかで考えていく。これは素

晴らしいことだと思います。それは最大限評価したいと思います。 
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それから、③の方の歩道上にできてしまったなんちゃって自転車道みたいなや

つを、自転車か歩くのかどっちかはっきりしろということで、自転車道にする

という方向性。これも重要だと思うしね。中途半端なものがいろいろな課題、

問題を起こしてるってことがありますから、そこについての可能性を検討して

いくこと、交差点部は昔からの課題でもあるから、そこにも何とか対応しなが

らですけどね。でも、単路部としても、そこに踏み込んでいくというのはこれ

も非常に重要で良いことだと思いますね。 

一方で、今まで作ってきたガイドラインについて言うと、冒頭で申し上げたよ

うなこともあって、市街地の中のネットワーク、しかもネットワークについて

は作れるとこでいいよと、かなり譲歩したネットワーク計画になってるんです

よね。ただ、今ここで構造の方で考えるべき空間のあり方というのは、市街地

の真ん中だけじゃないんですよね。だから、この間から申し上げてるように、

例えば諸外国が進めてるようなスーパーサイクルハイウェイみたいなところか

ら言うと、地方都なんかで田畑に近いところに作っていくみたいな、全く違う

発想があり得るかもしれない。河川だとか鉄道の敷地、跡地だとか、廃線跡だ

とかいろいろなものをもう 1 回グレードアップしていくとかね。脱炭素とか通

勤に関わるところは、実はあまりしっかりと考えてこなかったと思うし、そう

いうようなものの構造はどうあるべきかとか、それがグレードセパレーション

しなきゃいけない交差部はどういうとこかとか。そういうレベル感の高い構造

規格について検討したことがないので、それもあるし、それから、ナショナル

サイクルルートについても、構造面というのは非常に曖昧なままでガイドライ

ンの中に入ってないんですよね。なので、日本における自転車走行環境の構造

やデザインについて、今よりは広めていってカバーできるということが非常に

重要だなと、私自身思ってまして、そうなってくると、今の計画が市街地の中

心部でどっかだけ作ればいいなんて、そういうネットワーク計画なので、整合

しない。私自身は計画編と、こういうデザイン、設計編とを分けてもらって、そ

れで作り上げていく段階なんじゃないかなと思うんです。もちろんネットワー

ク計画編についても市街地編とサイクルルート編だとかね、編というか、パー

ツがあったって構わないと思うんです。それからネットワーク計画なのか、特

定の路線計画なのか、そこにハードルが高ければ合意形成みたいなのが出てく

るでしょうし、もちろんデータの問題もいろいろと出てきますから、そういう

意味合いもあって、今あるガイドラインという形、実際には計画編って極めて

薄いですよね、現状はね。だから、そういうところを両方とも強化しながら、と

いうのは十分に考えてきてるなというところです。全然まとめにならなくて、

広げてしまってすみませんでしたけど、個人的な意見を最後に言っちゃったん

で。ぜひそういう面も踏まえて、極めて重要な点であるし、言わなかったけど

⑤みたいな専用通行帯の中で停車車両に対して十分配慮できるような制御の仕

方、これも道路交通法が新しく施行される段階で極めて重要なので、それに対

してもしっかりとメッセージを出せるようにしなきゃいけない。ここに書いて

あること自体は非常に重要なことなので大いに議論して進めていただきたいん

ですけど。ちょっと今日の段階では一つの結論ということではないからね。今

日の皆さんのご意見も踏まえながら、さらにわかりやすく、また検討も深めて

いただいて、次のワーキングや委員会の中に持ってきていただければありがた

いなと思います。私からの意見が中心になってしまったけど、何かありますか
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ね、今までの意見で。よろしくお願いします。 

土田参事官：ありがとうございます。屋井先生から言っていただいた点も含めて、まずこの

整備の③から⑤で挙げたものをさらにブラッシュアップさせていただきつつ、

先生からいただいた指摘を踏まえて、今のガイドラインの立て付け、構成、一

つがいいのか分けていくのがいいのかと、さらには NCR であるとか、郊外の規

格の高いところも追記すべきではないか、そういった論点についても、このガ

イドラインの改定のご議論の中で、少し事務局の方でも論点をさらに整理をさ

せていただいて、相談をさせていただければと思います。よろしくお願いいた

します。 

三国委員 ：最後なんですけど、ちょっと気になってるのは、前のガイドラインで植栽を取

ってもいいという事例紹介があったじゃないですか。実際金沢で、高校生が利

用している自転車走行空間の交差点で、植栽があるために車に幅寄せされてし

まって、自転車が通れない状況があり植栽を取りたいんですけど。実際に、植

栽を取ってもいいよってガイドラインができてから植栽を取ったところが本当

にあるのか、そういう検証はやらないんですかね。そういうやり方ありますよ、

で終わってはいけないと思いますが。 

事務局  ：整備延長の調査みたいなものは毎年やらせていただいてグラフ化してますけれ

ども、同じ調査の中でですね、空間再配分をやって自転車道とか自転車レーン

を作ったものについては、事例のこういうものを出してくださいということを

お願いしておりまして、そこで上がってきているものは我々も把握しています。

その中では数は少ないんですけれども、今おっしゃっていただいたような植栽

帯を削って作ってるという事例も含まれてはおります。 

小林委員 ：Y字路とか T字路、その交差点について、何か変わったこととか前進したような

部分って何か今回あるんですか。本当うまくできないんだよね、今の状態だと。 

事務局  ：矢羽根の配置の仕方みたいな。 

小林委員 ：そう。描きようがないんだよね。信号現示との関係があるから、そもそもその

大きな Y 字路どうにもならないわけですよね。T 字路なんかでも実際の使われ

方と全然違うことになってるわけなんで。そのへん、なんかこういう整備をす

るといいねというのは、前からその何かたまりを作るとか色々あるけども、そ

の段階で終わってるわけですよね。今回はそれについては新たなものがないで

すよね。 

屋井委員長：これからやりましょう。あれはね、問題というかね。ぶつかって T 字路で、右

折するときにね。あれ未だに 2段階でしたっけ。 

平野課長 ：2段階右折になると思います。 

屋井委員長：停止線の後ろに下がっていかないといけないね、こういって下がってね、待た

なきゃいけないみたいな。色々と出てくると思うので、しっかりとそういうこ

とを議論するというのが実はこの委員会の立ち位置でありますから、引き続き

よろしくお願いしたいと思います。はい、それじゃあ次の議題の今後の予定よ

ろしくお願いします。 

土田参事官：では資料 3 でございます。今回の会議の冒頭で、この①から⑤があるよとお示

しすればよかったなと反省しましたけれども、前回計画と整備に分けた上で、

この 5 つの大きな項目について議論を進めたいというふうにさせていただいて

ございまして、まさに①、②が計画として議論したい大きな論点、③から⑤が

整備の観点で議論したい大きな論点ということでございました。計画につきま
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しては、本日様々ご意見をいただきまして、データの活用の手引きにつきまし

ては、少し事務局、屋井先生、吉田先生等含めてですね、さらにブラッシュアッ

プさせていただいて、まとめ方を相談したいというふうに思ってございますけ

れども、何らかの形で、Ver1.0として世の中にお示しできればありがたいと思

ってございます。 

整備の観点につきましては、本日現状のリサーチの観点、さらには、事務局で

考えている論点ということで提示をさせていただきましたが、さらに、その論

点を深堀りしつつですね、ガイドラインの改定に向けて屋井先生からいただい

た追加の論点、さらにほかの委員からいただいた深堀りの論点も含めまして、

さらにブラッシュアップをしていきたいと思ってございます。 

また、途中でご紹介した国総研との連携による事例集につきましては、できま

すれば年度内を目処にですね、まとめたものを作成してお示しができればと思

ってるところでございます。それぞれの論点、進捗に応じてまた、この委員会

を開催させていただきまして、各委員からのご知見を賜りながら、来年度中の

改定を目指していきたいと思ってるところでございます。以上でございます。 

屋井委員長：どうもありがとうございました。いかがでしょうか。 

①から⑤というのは非常に重要な項目立ててもらったけど、それだけで終わる

わけじゃないからね。じゃあ、よろしいでしょうか。全体として何かあります

か、特になければこれで私の方はマイクを戻しますので、よろしくお願いいた

します。 

事務局  ：屋井委員長、議事の進行、大変ありがとうございました。会議の最後にあたり

まして、道路局審議官の富山より、閉会のご挨拶を申し上げます。 

富山審議官：総括をしていただいた後ではありますが、個人的にも感想を申し上げておきた

いなと思いました。今日お話のあった中でやっぱり重要なのは、自治体の担当

者にいかに寄り添うかというところであって、そういった意味ではデータ化の

手引きについてはまだあのテクニカルに特化しすぎているところがあるかなと

思っております。ただ、実用化に向けましては、今具体的なご指摘をたくさん

いただきましたし、屋井先生の総括もいただきましたので、これを受け止めて

まいりたいと思っております。データ化ということに関しては、自動車に関し

てはプローブデータの活用が徐々に一般化してきて色々なことに活用されてき

ているところであります。自転車ではこれ以上に難しいところがあるので、こ

れからというところではあるんですけれども、やっぱり自転車の利用状況にし

ましても、ネットワークの整備状況につきましても、今我々の手元に、全体を

把握できるデータ、あるいは、共有するデータというのが十分にはないという

のが一番の問題であろうと思っております。将来、現場での活用はもちろんで

ありますけれども、その将来的な施策をいかに議論するかというためにも、手

探りでもいいので、データの活用というのを自転車の分野にも始めていきたい

と、そういった思いでございます。 

それから 2 点目の現場の整備につきましては、やはり細部に入れば入るほど、

自転車利用者として海外の事例をたくさん知っておられる委員として言いたい

ことがたくさんあるんだと思っていまして、そういったものをできるだけ取り

入れていきたいと思っております。私も個人的にいろんな思いはあるんですけ

れども、やっぱり現場でやる方、あるいは、利用者にもいろんな方がいらっし

ゃるということを考えたときに、バランスのいいところですね、これからも議
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論続けていかないといけないかなと思っております。 

最後に小林委員から色々お話がありましたけれども、今度自転車活用推進計画

に掲げようとしているビジョンですね、それにぶら下がっている目標といった

もの、これはやっぱりその現場の自治体に共有してもらうことで、現場におい

てもそうした政策的な目標のもとで自転車活用していただくと。そうすること

によって、最終的にはそのネットワークの作り方であるとか、その個々の構造

にもそういった考え方が反映されて、先ほど低く流れるものをいかに高めるか

というお話もありましたけど、そういったところにもつながる可能性があるか

なと感想として思ったところでございます。今後ともまだ議論すべきことがた

くさんありますが、よろしくお願いしたいと思います。本日はありがとうござ

いました。 

事務局  ：ありがとうございました。本日の会議資料については、速やかに国土交通省の

ホームページで公表させていただきます。お配りした資料のうち、手引き、未

定稿と右肩に書いてあるものについては、後ほど回収をいたしますので、机上

に置いたままとしてください。また、議事概要・議事録については、委員の皆様

にご確認をいただいたうえで後日公表させていただきます。また、次回委員会

の開催については、改めて事務局より連絡をさせていただきますので、引き続

きよろしくお願いいたします。 

改めまして本日は大変充実したご議論、ご意見をいただきまして、ありがとう

ございました。以上をもちまして、令和 7 年度第 2 回安全で快適な自転車等利

用環境の向上に関する委員会を閉会いたします。本日はどうもありがとうござ

いました。 

 

以上 

 


